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SBI 証券の約款･規程集 新旧対照表（2022 年 6 月 27 日改定） 

※「第 6 章 外国証券取引口座約款」の改定は、外国株式信用取引制度が開始する 2022 年 7 月 1 日以降

に適用となります。 

 (下線部分変更箇所) 

新（改定後） 旧（改定前） 

（2022 年 6 月） 

SBI 証券の約款･規程集 

 

第 1 章 総合取引約款 

 

(免責事項) 

第 17 条  当社は次に掲げる場合に生じた損害

については、その責を負いません。 

（略） 

(7) 第18条第3項並びに第18条の2の規定に

よる取引又は当社が提供するサービスの一部

又は全部の制限・停止、金融商品の継続保有の

制約等により生じた損害 

(8) 第18条の2の規定によりお客様が国内非居

住者となり、国内居住者であれば享受できる税

制優遇措置等が受けられない場合、それによっ

て課税された場合及び本来非課税のものが課

税された場合 

 

(届出事項の変更) 

第 18 条  改名、転居（日本国外への出国を含む）

又は届出印の変更など届出事項に変更があった

ときは、お客様は所定の手続きによって遅滞な

く当社に届け出ていただきます。 

2         （略） 

3 届出事項の変更事由が発生しているにも関わ

らず、お客様から当社所定の手続きによる届出、

必要書類等の提出をいただけない場合、当社は、

取引又は提供するサービスの一部又は全部を制

限・停止することがあります。 

4 届出事項変更のお届出があったときは、当社

は所定の手続きを完了したのちでなければお客

様口座の預り金及び有価証券等の返還のご請求

に応じることはできません。 

 

(お客様が国内非居住者となる場合の取扱い) 

第 18 条の２ お客様が日本国内の居住者でなく

なる場合は、第 18 条の規定に従い、あらかじ

め当社に届け出ていただくこととします。国内

非居住者となるお客様は、利用できる取引・サ

ービスや、保有を継続できる有価証券、デリバ

ティブ取引の建玉等の金融商品に制約があり、

（2022 年 4 月） 

SBI 証券の約款･規程集 

 

第 1 章 総合取引約款 

 

(免責事項) 

第 17 条  当社は次に掲げる場合に生じた損害

については、その責を負いません。 

（略） 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

(届出事項の変更) 

第 18 条  改名、転居又は届出印の変更など届出

事項に変更があったときは、お客様は所定の手

続きによって遅滞なく当社に届け出ていただき

ます。 

2         （略） 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 
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別途当社が定めるものに限定されます。継続保

有が不可となる金融商品をお持ちのお客様は、

国内非居住者となる旨を届出いただいた際当社

が指定した期限までにお客様ご自身で売却、解

約または決済等の処理を行っていただく必要が

あり、期限を超えた場合、もしくはあらかじめ

届出がなく事後に国内非居住者であることが反

映した場合にはお客様の計算において当社が任

意の時期に売却等の処理を実施することとなり

ます。 

 

(通知の効力) 

第 18 条の 3 

（略） 

 

第 6 章 外国証券取引口座約款 

 

(約款の趣旨) 

第 1 条 この約款は、お客様(以下｢申込者｣とい

う。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協

会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券

をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関

係を明確にするための取決めです。 

2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市

場における売買その他の取引(以下｢国内委託取

引｣という。)、外国証券の売買注文を我が国以外

の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)

に取り次ぐ取引(以下｢外国取引｣という。)及び外

国証券の国内における店頭取引(以下｢国内店頭

取引｣という。)並びに外国証券の当社への保管

(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当

該外国証券に表示されるべき権利について券面

を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が

発行されていない場合における当該外国証券に

表示されるべき権利(以下｢みなし外国証券｣とい

う。)である場合には、当該外国証券の口座に記

載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)

の委託については、この約款に掲げる事項を承

諾し、自らの判断と責任においてこれを行うも

のとします。 

なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内

店頭取引については、信用取引（外国株式信用

取引（金商法第 156 条の 24 第１項に規定す

る信用取引のうち、当社が申込者に国内におい

て信用を供与して行う外国の金融商品市場にお

ける有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は

代理であって、現地取次証券業者（金商法第 58 

条に規定する外国証券業者のうち、外国の金融

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(通知の効力) 

第 18 条の２ 

（略） 

 

第 6 章 外国証券取引口座約款 

 

(約款の趣旨) 

第 1 条 この約款は、お客様(以下｢申込者｣とい

う。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協

会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券

をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関

係を明確にするための取決めです。 

2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市

場における売買その他の取引(以下｢国内委託取

引｣という。)、外国証券の売買注文を我が国以外

の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)

に取り次ぐ取引(以下｢外国取引｣という。)及び外

国証券の国内における店頭取引(以下｢国内店頭

取引｣という。)並びに外国証券の当社への保管

(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当

該外国証券に表示されるべき権利について券面

を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が

発行されていない場合における当該外国証券に

表示されるべき権利(以下｢みなし外国証券｣とい

う。)である場合には、当該外国証券の口座に記

載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)

の委託については、この約款に掲げる事項を承

諾し、自らの判断と責任においてこれを行うも

のとします。 

なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内

店頭取引については、信用取引に係る売買及び

信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売

付有価証券の弁済に係る売買を除くものとしま

す。 
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商品市場における有価証券の売買の委託の媒

介、取次ぎ又は代理を行う相手方をいう。）から

当社又は申込者が信用の供与を受けないものを

いう。）を除く。）に係る売買及び信用取引（外

国株式信用取引を除く。）により貸付けを受けた

買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を

除くものとします。 

 

(諸通知) 

第 18 条  当社は、保管の委託を受けた外国証券

につき、申込者に次の通知を行います。ただし、

当社の保管機関又は発行者から通知が到達して

いない場合、当社が了知した時点で当該事実に

関する申込期日を経過していた場合、通知が到

達しているものの申込者の残高に変更がない等

影響が軽微である場合、その他やむを得ない事

由により、当社が通知不要と判断したものを除

きます。 

（略） 

 

第 4 節 外国株式信用取引の特例 

 

(外国株式信用取引の処理) 

第 23 条  第２条の規定にかかわらず、申込者が

当社との間で行う外国株式信用取引に関して

は、当社から貸付けを受けた金銭及び有価証券、

委託保証金、外国株式信用取引の委託保証金の

代用有価証券として差し入れた有価証券、売買

の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外

国株式信用取引に関する金銭の授受等 そのす

べてを「外国株式信用取引口座」により処理し

ます。 

また、前条までの規定のうち、「本口座」とある

のは、外国株式信用取引に関する事項について

は、「外国株式信用取引口座」と読み替えて適用

します。 

 

(外国株式信用取引の遵守すべき事項) 

第 24 条  「外国株式信用取引口座」を開設しよ

うとする申込者は、当社が定める様式による「外

国株式信用取引口座設定約諾書」に所定事項を

記載し、当社に差し入れるものとします。 

2 第３条の規定にかかわらず、申込者は、当社

との間で行う外国株式信用取引に関しては、国

内の諸法令、当該証券の売買を執行する我が国

以外の金融商品市場及び日本証券業協会の定め

る諸規則、決定事項並びに慣行中、外国株式信

用取引の条件に関連する条項及び外国株式信用

 

 

 

 

 

 

 

 

(諸通知) 

第 18 条  当社は、保管の委託を受けた外国証券

につき、申込者に次の通知を行います。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（追加） 
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取引口座設定約諾書に従うとともに、外国証券

の発行者が所在する国等の諸法令及び慣行等に

関し、当社から指導のあったときは、その指導

に従うものとします。 

 

(外国株式信用取引に係る配当等の処理)  
第 25 条  第 17 条第１号の規定にかかわらず、  

外国株式信用取引に係る配当金等の処理につい

ては、外国株式信用取引を行っている銘柄につ

き剰余金の配当（配当財産が金銭であるものに

限り、投資信託及び外国投資信託の受益証券の

収益分配並びに投資証券及び外国投資証券の金

銭の分配を含む。）その他の金銭の交付（以下「配

当等」という。）が行われた場合は、以下の取扱

いを行います。 

(1) 当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現

在に外国株式信用取引に係る金銭の貸付けを受

けている場合は、当該銘柄に係る株主（優先出

資者、受益者、投資主、投資法人債権者及び預

託証券の所有者を含む。以下同じ。）に交付され

る配当等の金額から配当所得等に対する源泉徴

収税額（税法上配当収入とみなされる金額に対

する源泉徴収税額を含む。）相当分を控除した額

の金銭を支払うものとします。 

(2) 当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現

在に外国株式信用取引に係る有価証券の貸付け

を受けている場合は、当該銘柄に係る株主に交

付される配当等の金額を徴収するものとしま

す。 

(3) 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価

証券として差し入れた外国株券等（以下「委託

保証金代用有価証券」という。）のうち、寄託証

券等に係る配当等については、第７条の規定を

準用するものとします。 

(4) 委託保証金代用有価証券のうち前号に定め

る有価証券以外の有価証券に係る配当等につい

ては、第 17 条第１号、第３号及び第４号の規

定を準用するものとします。 

(5) 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価

証券として差し入れた有価証券のうち前２号に

定める有価証券以外の有価証券に係る配当等に

ついては、当社の定める方法により処理するこ

ととします。 

 

(代用有価証券に係る議決権の行使) 

第 26 条  委託保証金代用有価証券のうち、寄託

証券等に係る株主総会における議決権について

は、第 10 条または第 10 条の 2 の規定を準
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用するものとします。 

なお、申込者は、当社が外国株式信用取引とし

て貸し付けた金銭で申込者が買い付けた有価証

券の議決権を有しないものとします。 

2 委託保証金代用有価証券のうち前項に定める  

有価証券以外の外国株券等に係る株主総会にお

ける議決権については、第 17 条第 6 号の規定

を準用するものとします。 

3 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証 

券として差し入れた有価証券のうち前２項に定

める有価証券以外の有価証券に係る株主総会に

おける議決権については、当社の定める方法に

より処理することとします。 

 

(代用有価証券に係る株主総会の書類等の送付等) 

第 27 条 委託保証金代用有価証券のうち、寄託 

証券等の発行者から交付される当該寄託証券等

（外国株預託証券を除く。）又は外国株預託証券

に表示される権利に係る外国株券等に係る株主

総会に関する書類、事業報告書その他配当、新

株予約権等の付与等株主（外国投資信託受益証

券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に

あっては受益者、外国投資証券等にあっては投

資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあ

っては所有者）の権利又は利益に関する諸通知

については、第 11 条の規定を準用するものと

します。 

2 委託保証金代用有価証券のうち、前項に定め

る有価証券以外の外国株券等の発行者から交付

される当該外国株券等に係る株主総会に関する

書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の

付与等株主（外国投資信託受益証券等及び外国

受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益

者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資

法人債権者）の権利又は利益に関する諸通知に

ついては、第 19 条の規定を準用するものとし

ます。 

3 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証

券として差し入れた有価証券のうち前２項に定

める有価証券以外の有価証券に係る第 18 条第

１項各号又は第２項に規定する諸通知について

は、当社の定める方法により通知することとし

ます。 

 

(外国株式信用取引の売買注文の執行地及び執行 

方法の指示) 

第 28 条  第 12 条の規定にかかわらず、申込者

の当社に対する外国株式信用取引に係る売買注
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文の執行地及び執行方法については、当社が指定

する方法により行うものとします。 

 

(外国株式信用取引の注文の執行及び処理) 

第 29 条  第 13 条の規定にかかわらず、外国株

式信用取引の売買注文は、次の各号に定めると

ころによります。 

(1) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行う

ものとします。 

(2) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めると

ころとします。 

(3) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞な

く申込者あてに契約締結時交付書面等を送付し

ます。 

 

(外国株式信用取引に係る受渡日等) 

第 30 条  外国株式信用取引に係る取引成立後

の受渡し等の処理については、第 14 条の規定

を準用するものとします。 

2 外国株式信用取引に係る委託保証金及び外国 

株式信用取引の委託保証金の代用有価証券とし

て差し入れる有価証券の受渡しは、当社が定め

た期間内に行うものとします。 

 

(外国株式信用取引に係る権利の処理) 

第 31 条  委託保証金代用有価証券のうち寄託

証券等の権利の処理については、第７条及び第

８条の規定を準用するものとします。 

2 委託保証金代用有価証券のうち前項に定める 

有価証券以外の有価証券の権利の処理について

は、第 17 条の規定を準用するものとします。 

3 外国株式信用取引における買付有価証券及び

当社から貸付けを受けた有価証券につき、剰余

金の配当又は株式分割による株式を受ける権利

の付与等が行われた場合における当該権利の処

理については、当社の定める方法により処理す

ることとします。 

 

(諸通知) 

第 32 条 当社は、外国株式信用取引の残高のあ   

る有価証券につき、申込者に次の通知を行いま

す。 

(1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又

は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼ

す事実の通知 

(2) 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの

通知 

(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通
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知 

 

(発行者からの諸通知等) 

第 33 条 外国株式信用取引の残高のある有価証

券の発行者から交付される通知書及び資料等

は、当社においてその到達した日から３年間保

管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付

を希望した場合は、申込者に送付します。 

2 前項ただし書により、申込者あての通知書及

び資料等の送付に要した実費は、その都度申込

者が当社に支払うものとします。 

 

(外国株式信用取引に係る諸料金等) 

第 34 条 外国株式信用取引に関する借入金に対 

する利子及び借入有価証券に対する貸借料その

他の料金を第 14 条第２号に定める受渡期日ま

でに申込者が当社に支払うものとし、その場合

の外貨の受払い及び金銭の授受等については、

第 21 条及び第 22 条の規定に従うものとしま

す。 

 

(外国株式信用取引に係る取引残高報告書の交付) 

第 35 条 申込者は、外国株式信用取引の残高の

ある有価証券について、当社が発行する取引残

高報告書の交付を第 37 条の規定に準じて定期

的に受けるものとします。 

 

(外国株式信用取引に係る口座管理料) 

第 36 条  申込者は、この約款に定める諸手続の

費用として、当社の定めるところにより、外国

株式信用取引口座に係る口座管理料を当社に支

払うものとします。 

 

 

第 5 節 雑則 

 

第 37 条～第 47 条 （略） 

 

第９章 特定口座に係る上場株式等保管委託及

び上場株式等信用取引約款 

 

(特定口座開設届出書等の提出) 

第 2 条 お客様は、当社所定の方法により、あら

かじめ、以下の書類を当社に提出又は提示する

ことにより、特定口座の設定を申し込むものと

し、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の

設定及び特定口座を通じた取引を行うことがで

きるものとします。ただし、当社に複数の特定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 雑則 

 

第 23 条～第 33 条 （略） 

 

第９章 特定口座に係る上場株式等保管委託及

び上場株式等信用取引約款 

 

(特定口座開設届出書等の提出) 

第 2 条 お客様は、当社所定の方法により、あら

かじめ、以下の書類を当社に提出又は提示する

ことにより、特定口座の設定を申し込むものと

し、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の

設定及び特定口座を通じた取引を行うことが

できるものとします。ただし、当社に複数の特
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口座を開設することはできないものとします。

この場合、お客様は当社に対し、特定口座開設

届出書を提出するとともに、租税特別措置法第

37条の11の３第４項に規定する署名用電子証

明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第

25条の10の３第２項に規定する書類を提示し

て氏名、生年月日、住所及び個人番号（申込者

が個人番号を有しない場合又は同条第５項の規

定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住

所）を告知し、租税特別措置法その他の法令に

基づく本人確認を受ける必要があります。 

(1) 特定口座開設届出書 

(2) 当社所定の本人確認書類 

２ お客様は、源泉徴収を選択される場合には、

当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対

し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下｢当該選択

届出書｣といいます。)を提出しなければならず、

提出した場合には、特定口座内保管上場株式等

の譲渡及び特定口座において処理される上場株

式等の信用取引及び発行日取引(以下｢信用取引

等｣といいます。)に係る差金決済による所得につ

いて、特定口座内保管上場株式等の譲渡による

所得等に対する特例(以下｢源泉徴収｣といいま

す。)の適用を受けるものとします。なお、当該

選択届出書が提出された年の翌年以後について

は、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申し

出がない限り、その年において最初に当該特定

口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡を

する時又は当該特定口座において処理された上

場株式等の信用取引等につきその年最初に差金

決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、

当該選択届出書の提出があったものとみなしま

す。 

（略） 

 

(特定保管勘定における保管の委託等) 

第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座

に設けられた特定保管勘定（当該口座に保管の委

託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託

等に関する記録を他の取引に関する記録と区分

して行うための勘定をいいます。以下同じです。）

において行います。 

（略） 

 

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) 

第 5 条 当社は､お客様の特定口座に設けられた

特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等

(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用

定口座を開設することはできないものとしま

す。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特定口座開設届出書 

(2) 当社所定の本人確認書類 

２ お客様は、源泉徴収を選択される場合には、

当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対

し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下｢当該選

択届出書｣といいます。)を提出しなければなら

ず、提出した場合には、特定口座内保管上場株

式等の譲渡及び特定口座において処理される

上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下｢信

用取引等｣といいます。)に係る差金決済による

所得について、特定口座内保管上場株式等の譲

渡による所得等に対する特例(以下｢源泉徴収｣

といいます。)の適用を受けるものとします。な

お、当該選択届出書が提出された年の翌年以後

については、お客様から源泉徴収を選択しない

旨の申し出がない限り、当該選択届出書の提出

があったものとみなします。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(特定保管勘定における保管の委託等) 

第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管

の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定

（当該口座に保管の委託等がされる上場株式等

につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取

引に関する記録と区分して行うための勘定をい

います。以下同じです。）において行います。 

（略） 

 

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) 

第 5 条 当社は､お客様の特定保管勘定において

は、以下に定める上場株式等(租税特別措置法第

29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得
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を受けて取得をした同項に規定する特定新株予

約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入

れます。 

(1) 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の

提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの

委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)によ

り取得をした上場株式等又は当社から取得をし

た上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に

受入れる上場株式等 

(2)～(3)           （略） 

(4) 当社に開設された特定口座に設けられた特

定信用取引等勘定において行った信用取引等に

より買付けた上場株式等のうち当該信用取引の

決済により受渡が行われたもので、その受渡し

の際に、特定保管勘定への振替の方法により受

入れる上場株式等 

(5) 贈与･相続(限定承認に係るものを除きます。

以下、同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限

定承認に係るものを除きます。以下同じです。)

により取得した当該贈与した者、当該相続に係

る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当

社に開設していた特定口座、租税特別措置法第

37 条の 14 第５項第１号に規定する非課税口

座、同法第 37 条の 14 の２第５項第１号に規

定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非

課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相

続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委

託等がされている上場株式等であって、所定の

方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘

柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管され

る場合に限ります。)された上場株式等 

(6) お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した

当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又

は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融

商品取引業者等に開設していた特定口座又は相

続等一般口座に引き続き保管の委託等がされて

いる上場株式等で、所定の方法により、移管(一

部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管

上場株式等が全て移管される場合に限ります。)  

された上場株式等 

(7) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信

託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分

割又は併合により取得する上場株式等で当該分

割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座へ

の受入れを、保管の委託等をする方法により行

われるもの 

(8) お客様が当社に開設している口座（非課税口

をした同項に規定する特定新株予約権等に係る

上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 

  

(1) 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の

提出後に、当社への買付けの委託により取得を

した上場株式等又は当社から取得をした上場株

式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる

上場株式等 

 

(2)～(3)           （略） 

(4) 当社に開設された特定口座に設けられた特

定信用取引等勘定において行った信用取引等に

より買付けた上場株式等のうち、その受渡しの

際に、特定保管勘定への振替の方法により受入

れる上場株式等 

 

(5) 贈与･相続(限定承認に係るものを除きます。

以下、同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限

定承認に係るものを除きます。以下同じです。)

により取得した当該贈与した者、当該相続に係

る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当

社又は他の金融商品取引業者に開設していた特

定口座に引続き保管の委託等がされている上場

株式等であって、所定の方法により、移管(一部

移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上

場株式等が全て移管される場合に限ります。)さ

れた上場株式等 

  

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 特定口座内保管上場株式等につき、株式又は

投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益

権の分割又は併合により取得する上場株式等で

当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定

口座への受入れを、保管の委託等をする方法に

より行われるもの 

 

(7) 特定口座内保管上場株式等につき、株式無償
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座及び未成年者口座を除きます。）に保管の委託

等がされている上場株式等につき、会社法第

185 条に規定する株式無償割当て、同法第 277

条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信

託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に

規定する新投資口予約権無償割当てにより取得

する上場株式等で、その割当ての時に、当該上

場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託

等をする方法により行われるもの 

(9) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、法人の合併（法

人課税信託に係る信託の併合を含みます。）（合

併法人の株式（出資を含みます。第 13 号を除

き、以下この条において同じです。）又は合併親

会社株式のいずれか一方のみの交付が行われる

もの（当該法人の株主等に当該合併法人の株式

又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対

する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の

配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産

の交付がされるもの並びに合併に反対する株主

等の買取請求に基づく対価として金銭その他の

資産が交付されるものを含みます。）に限りま

す。）により取得する当該合併法人の株式又は合

併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管

の委託等をする方法により行われるもの 

(10) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益

者がその投資信託の併合（当該投資信託の受益

者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権の

みが交付されるもの（投資信託の併合に反対す

る当該受益者に対するその買取請求に基づく対

価として交付される金銭その他の資産が交付さ

れるものを含みます。）に限ります。）により取

得する新たな投資信託の受益権で、特定口座へ

の受入れを、保管の委託等をする方法により行

われるもの 

(11) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、法人の分割（分

割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割

承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が

行われるもので、当該株式が分割法人の発行済

株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主

等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の

割合に応じて交付されるものに限ります。）によ

り取得する当該分割承継法人の株式又は当該分

割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、

保管の委託等をする方法により行われるもの 

 

割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及

び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定

する新投資口予約権無償割当てにより取得する

上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予約

権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座

への受入れを、保管の委託等をする方法により

行われるもの 

 

 

(8) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合

併（法人課税信託に係る信託の併合を含みま

す。）（合併法人の株式若しくは出資又は合併親

会社株式のいずれか一方のみの交付が行われる

もの（当該法人の株主等に当該合併法人の株式

若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人

の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の

配当、利益の配当または剰余金の分配として交

付される金銭その他の資産の交付がされるもの

並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づ

く対価として金銭その他の資産が交付されるも

のを含みます。）に限ります。）により取得する

当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法

人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託

等をする方法により行われるもの 

 

(9) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託

の受益者がその投資信託の併合（当該投資信託

の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受

益権のみが交付されるもの（投資信託の併合に

反対する当該受益者に対するその買取請求に基

づく対価として交付される金銭その他の資産が

交付されるものを含みます。）に限ります。）に

より取得する新たな投資信託の受益権で、特定

口座への受入れを、保管の委託等をする方法に

より行われるもの 

 

(10) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の

分割（分割法人の株主等に分割承継法人の株式

又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株

式のみの交付が行われるもの（当該分割法人の

株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継

親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対す

る剰余金の配当または利益の配当として交付さ

れた分割対価資産以外の金銭その他の資産のみ

の交付がされるものを含みます。）に限ります。）

により取得する当該分割承継法人の株式または

当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受

入れを、保管の委託等をする方法により行われ
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(12) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配

（当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの

交付が行われるもので、当該株式が現物分配法

人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占め

る当該株主等の有する当該現物分配法人の株式

の数又は金額の割合に応じて交付されるものに

限ります。）により取得する当該完全子法人の株

式で、特定口座への受入れを、保管の委託等を

する方法により行われるもの 

(13) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57

条の４第１項に規定する株式交換により取得す

る株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式

交換完全親法人の親法人の株式又は同条第２項

に規定する株式移転により取得する株式移転完

全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保

管の委託等をする方法により行われるもの 

(14) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等である取得請求権付株式

の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の

発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は

取得条項付新株予約権の付された新株予約権付

社債の取得事由の発生により取得する上場株式

等で、特定口座への受入れを、保管の委託等を

する方法により行われるもの 

(15) お客様の特定口座に受入れられている特定

口座内保管上場株式等に付された新株予約権の

行使、特定口座内保管上場株式等について与え

られた株式の割当てを受ける権利若しくは新株

予約権の行使、特定口座内保管上場株式等であ

る新株予約権、当社に開設されたお客様の非課

税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当

社に開設されたお客様の未成年者口座に受け入

れられた新株予約権の行使、お客様が与えられ

た所得税法施行令第 84 条第２項第１号から第

４号までにかかる権利の行使又は特定口座内保

管上場株式等について与えられた取得条項付新

株予約権の取得事由の発生若しくは行使により

取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、

保管の委託等をする方法により行うもの 

(16) 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25

条の 10 の２第 14 項に基づき定められる上場

株式等 

（略） 

 

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通

るもの 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 特定口座内保管上場株式等につき、所得税

法第 57 条の４第１項に規定する株式交換によ

り取得する株式交換完全親法人の株式若しくは

当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同

条第２項に規定する株式移転により取得する株

式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入

れを、保管の委託等をする方法により行われる

もの 

(12) 特定口座内保管上場株式等である取得請求

権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取

得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得

決議又は取得条項付新株予約権の付された新株

予約権付社債の取得事由の発生により取得する

上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の

委託等をする方法により行われるもの 

 

(13) 特定口座内保管上場株式等に付された新株

予約権若しくは特定口座内保管上場株式等につ

いて与えられた株式の割当てを受ける権利又は

新株予約権の行使又は特定口座内保管上場株式

等について与えられた取得条項付新株予約権の

取得事由の発生又は行使により取得する上場株

式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等

をする方法により行うもの 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25

条の 10 の２第 14 項に基づき定められる上場

株式等 

（略） 

 

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通
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知) 

第 8 条 特定口座からの上場株式等の全部又は

一部の払出しがあった場合には､当社は、お客様

に対し、当該払出しのあった当該上場株式等の

租税特別措置法施行令第25条の10の2第11

項第 2 号イに定めるところにより計算した金

額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に

係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により通知いたします。 

 

(特定口座内保管上場株式等の移管) 

第 9 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上

場株式等の範囲等)第 1 項(2)に規定するお客様

の特定口座への移管については、租税特別措置

法施行令第 25 条の 10の 2 第 10項及び第 11

項の定めるところにより行います。 

 

(相続又は遺贈等による特定口座への受入) 

第 10 条  当社は、第 5 条(特定口座に受入れる

上場株式等の範囲等)第 1 項(5)、(6)又は(16)

に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法

施行令第 25 条の 10 の２第 14 項第３号、第

４号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26

号の移管による上場株式等の受入れは、それぞ

れ同項第３号、第４号、第 15 号、第 22 号、

第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第

17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21項ま

で又は同法第 25 条の 10 の５に定めるところ

により行います。 

 

(年間取引報告書の送付) 

第 11 条  当社は、特定口座を開設しているお客

様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3

第 7 項及び第 8 項に定めるところにより、特定

口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌年 1 月

31 日までに、1 通をお客様に交付し、1 通を所

轄の税務署長に提出いたします。 

2 当社は、お客様が開設した特定口座において、

その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の

配当等の受入れが行われなかった場合は、租税

特別措置法第 37 条の 11 の３第８項に定める

ところにより、お客様からの請求があった場合

のみ、翌年１月 31 日までに特定口座年間取引

報告書をお客様に交付いたします。 

 

(契約の解除) 

第 12 条  次の各号の一に該当したときは、この

知) 

第 8 条 特定口座から上場株式等の全部又は一

部の払出しがあった場合には､当社は、お客様に

対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税

特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項

第 2 号イに定めるところにより計算した金額、

同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得

日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法により通知いたします。 

 

(特定口座内保管上場株式等の移管) 

第 9 条 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上

場株式等の範囲等)第 1 項(2)に規定する移管に

ついては、租税特別措置法施行令第 25 条の 10

の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところによ

り行います。 

 

(贈与･相続又は遺贈による特定口座への受入) 

第 10 条  当社は、第 5 条(特定口座に受入れる

上場株式等の範囲等)第 1 項(5)に規定する上場

株式等の移管による受入れについては、租税特

別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第

3 号又は第 4 号及び租税特別措置法施行令第

25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに

定めるところにより行います。 

 

 

 

 

 

(年間取引報告書の送付) 

第 11 条  当社は、租税特別措置法第 37 条の

11 の 3 第 7 項及び第 8 項に定めるところによ

り、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌

年 1 月 31 日までに、1 通をお客様に交付し、

1 通を所轄の税務署長に提出いたします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

(契約の解除) 

第 12 条  次の各号の一に該当したときは、この
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契約は解除されます。 

(1) お客様が当社に対して租税特別措置法施行

令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口

座廃止届出書を提出したとき 

(2) お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の

10 の５第１項に規定する出国により居住者又

は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこ

ととなる場合において、同法第 25 条の 10 の

７第１項に規定する特定口座廃止届出書が当社

に対して提出されたものとみなされたとき 

（略） 

 

第 16 章 私設取引システム取引約款 

 

(本約款の趣旨) 

第 1 条 この約款は、株式会社 SBI 証券(以下｢当

社｣という。)を通じてジャパンネクスト証券株式

会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社

(以下「PTS 運営業者」という。)の運営する私

設取引システムにおける有価証券の売買取引(以

下｢取引｣という。)を行うにあたり、お客様と当

社との権利義務関係を明確にするための取決め

です(以下｢本約款｣という。)。 

 

(受渡不履行の場合の措置) 

第 7 条 お客様が、所定の時限までに、売付け有

価証券または買付け代金等を当社に交付しない

場合、当社は当該取引に関してお客様の計算に

より反対売買等を行うことができるものとしま

す。お客様が負担すべき損害が発生した場合に

は、当社がお客様のために占有する金銭及び有

価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が

生じている場合には、お客様は直ちに当該不足

額を当社に弁済するものとします。なお、お客

様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定め

る利率及び計算方法による遅延損害金及び損害

違約金を当社に支払うことをあらかじめ同意す

るものとします。 

 

(免責事項) 

第 8 条 当社は、以下に掲げる事項によりお客様

に生じる損害については、その責任を負わない

ものとします。 

(1)～(4)      （略） 

(5) 取引に際し、当社が提供する情報につき、

PTS 運営業者が公正な価格形成または円滑な流

通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると

判断し、提供する情報の全部または一部の変更

契約は解除されます。 

(1) 申込者が当社に対して租税特別措置法施行

令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口

座廃止届出書を提出したとき 

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第

3 項に規定する特定口座廃止届出書の提出があ

ったものとみなされたとき 

  

 

 

（略） 

 

第 16 章 私設取引システム取引約款 

 

(本約款の趣旨) 

第 1 条 この約款は、株式会社 SBI 証券(以下｢当

社｣という。)を通じてジャパンネクスト証券株

式会社(以下｢ジャパンネクスト社｣という。)の運

営する私設取引システムにおける有価証券の売

買取引(以下｢取引｣という。)を行うにあたり、お

客様と当社との権利義務関係を明確にするため

の取決めです(以下｢本約款｣という。)。 

 

 

(受渡不履行の場合の措置) 

第 7 条 お客様が、所定の時限までに、売付け有

価証券または買付け代金等を当社に交付しない

場合、当該取引に関して当社の計算により反対

売買等を行うことができるものとします。お客

様が負担すべき損害が発生した場合には、当社

がお客様のために占有する金銭及び有価証券を

もってその損害に充当し、まだ不足が生じてい

る場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社

に弁済するものとします。なお、お客様は、受

渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及

び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を

当社に支払うことをあらかじめ同意するものと

します。 

 

(免責事項) 

第 8 条 当社は、以下に掲げる事項によりお客様

に生じる損害については、その責任を負わない

ものとします。 

(1)～(4)      （略） 

(5) 取引に際し、当社が提供する情報につき、ジ

ャパンネクスト社が公正な価格形成または円滑

な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあ

ると判断し、提供する情報の全部または一部の
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または中止を行った場合 

(6)       （略） 

(7) 当社または PTS 運営業者の判断(金融商品取

引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場

合を含む)により、私設取引システム全体あるい

は個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施

した場合 

 （略） 

 

(報告書等の作成及び提出) 

第 9 条 お客様は、PTS 運営業者が有価証券の

売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正

性確保のために当社に対してお客様の個人情報

(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、

口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料に

かかる報告を依頼した場合には、当社が PTS 運

営業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書そ

の他の書類を PTS 運営業者に対して提出する

ことに同意するものとします。 

 

(売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時

限外取引) 

第 11 条  お客様は、次に掲げるような事由が生

じた場合には、当社が、注文取次ぎを停止する

など売買取引を制限し、また PTS 運営業者が、

売買取引の全部もしくは一部を臨時に停止また

は制限し、あるいは規定時限外に取引すること

に同意するものとします。 

(1)        （略） 

(2) 私設取引システムの稼動に支障が生じた場

合等において売買取引を継続するのが適当でな

いと当社または PTS 運営業者が認める場合 

 

(3) 対象銘柄について発行会社またはメディア  

等により発行会社に関する｢重要事実｣に関する

報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明

確である場合または情報の内容を周知させるこ

とが必要である場合等、売買を継続することが

適当でないと当社または PTS 運営業者が判断

した場合 

(4) 売買の状況に異常がある、またはその恐れが

ある場合等で売買取引を継続するのが適当でな

いと当社または PTS 運営業者が認める場合 

 

(5)～(6)    （略）  

(7) 取引の公正性確保のため当社または PTS 運

営業者が必要と認めた場合 

        （略） 

変更または中止を行った場合 

(6)         （略）  

(7) 当社またはジャパンネクスト社の判断(金融

商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基

づく場合を含む)により、私設取引システム全体

あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置

を実施した場合 

 （略） 

 

(報告書等の作成及び提出) 

第 9 条 お客様は、ジャパンネクスト社が有価証

券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の

公正性確保のために当社に対してお客様の個人

情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有

無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資

料にかかる報告を依頼した場合には、当社がジ

ャパンネクスト社の依頼に基づく合理的な内容

の報告書その他の書類をジャパンネクスト社に

対して提出することに同意するものとします。 

 

(売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時

限外取引) 

第 11 条 お客様は、次に掲げるような事由が生

じた場合には、当社が、注文取次ぎを停止する

など売買取引を制限し、またジャパンネクスト

社が、売買取引の全部もしくは一部を臨時に停

止または制限し、あるいは規定時限外に取引す

ることに同意するものとします。 

(1)        （略）  

(2) 私設取引システムの稼動に支障が生じた場

合等において売買取引を継続するのが適当でな

いと当社またはジャパンネクスト社が認める場

合 

(3) 対象銘柄について発行会社またはメディア

等により発行会社に関する｢重要事実｣に関する

報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明

確である場合または情報の内容を周知させるこ

とが必要である場合等、売買を継続することが

適当でないと当社またはジャパンネクスト社が

判断した場合 

(4) 売買の状況に異常がある、またはその恐れが

ある場合等で売買取引を継続するのが適当でな

いと当社またはジャパンネクスト社が認める場

合 

(5)～(6)       （略）  

(7) 取引の公正性確保のため当社またはジャパ

ンネクスト社が必要と認めた場合 

（略） 
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(臨時停止、臨時挙行の通知) 

第 12 条  当社または PTS 運営業者が、臨時休

業日、臨時半休日または売買取引の臨時停止も

しくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむを得

ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通

知するものとします。 

 

(PTS 運営業者におけるシステム障害時における

注文の処理) 

第 14 条  PTS 運営業者におけるシステム障害

により売買取引を停止する場合には、当該シス

テム障害が発生した PTS 運営業者の私設取引

システムへのすべての受注を停止するものとし

ます。 

２ PTS 運営業者におけるシステム障害が発生

する前に当該システム障害が発生した PTS 運

営業者が受付けた注文で、システム障害発生時

点でシステム上約定が成立していない注文につ

いては、原則としてすべて取消されるものとし

ます。また、この取消し対象となる注文は、シ

ステム障害が発生した PTS 運営業者の私設取

引システムへの注文とします。 

３ PTS 運営業者におけるシステム障害が発生

する前にシステム上正しく約定が成立している

取引については、システム障害を原因として約

定連絡が遅延することがあります。 

４ PTS 運営業者のシステム障害を原因として、

正しく執行されたものでない取引の約定連絡が

お客様になされている場合には、原則としてそ

の約定は無効な約定として取消されるものとし

ます。 

 

第 17 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投

資及び特定非課税累積投資に関する約款 

 

（付則） 

 成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、

2022 年４月１日より、本文中の「19 歳」を「17

歳」に読み替えます。また、2023 年１月１日よ

り、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及

び特定非課税累積投資に関する約款」本文中の

「20 歳」を「18 歳」に読み替えます。2023

年１月１日時点で 19 歳、20 歳である者は同日

に 18 歳を迎えたものとみなします。 

 

(臨時停止、臨時挙行の通知) 

第 12 条  当社またはジャパンネクスト社が、臨

時休業日、臨時半休日または売買取引の臨時停

止もしくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむ

を得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様

に通知するものとします。 

 

(ジャパンネクスト社におけるシステム障害時に

おける注文の処理) 

第 14 条  ジャパンネクスト社におけるシステム

障害により売買取引を停止する場合には、すべ

ての受注を停止するものとします。 

 

 

２ ジャパンネクスト社におけるシステム障害が

発生する前にジャパンネクスト社が受付けた注

文で、システム障害発生時点でシステム上約定

が成立していない注文については、原則として

すべて取消されるものとします。 

 

 

 

３ ジャパンネクスト社におけるシステム障害が

発生する前にシステム上正しく約定が成立して

いる取引については、システム障害を原因とし

て約定連絡が遅延することがあります。 

４ ジャパンネクスト社のシステム障害を原因と

して、正しく執行されたものでない取引の約定

連絡がお客様になされている場合には、原則と

してその約定は無効な約定として取消されるも

のとします。 

 

第 17 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投

資及び特定非課税累積投資に関する約款 

 

（付則） 

成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023

年１月１日より、「非課税上場株式等管理、非課

税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約

款」本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」

を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023

年１月１日時点で 19 歳、20 歳である者は同日

に 18 歳を迎えたものとみなされます。 

                                           以上 
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